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特記仕様書 

 

第１章 総則 

 

１－１ 適用 

(1) 本特記仕様書は、『０７－大阪駅北（２期）地区土壌汚染調査業務』（以下「本業務」

という。）に適用する。 

(2) 本業務の実施に当たり、本特記仕様書等に疑義を生じた場合については、協議する

ものとする。 

 

１－２ 業務概要 

対象場所 大阪市北区大深町外（別紙－１参照） 

履行期間 契約締結の翌日から 令和８年 11 月 30 日まで（別紙－２参照） 

業務概要 ０７－大阪駅北（２期）地区土壌汚染調査業務 

業務の目的 本業務は、土地区画整理事業に関連して実施する土壌汚染対策法

に基づく認定調査の実施を目的とする。 

 

１－３ 基準等 

受注者は、次の法令及び基準等に基づいて本業務を実施する。 

① 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

② 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（令和 4 年 8 月 31

日改訂第 3.1 版） 

③ 大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成 6 年 3 月 23 日施行、令和 5 年 4 月

1 日改正条例施行） 

 

１－４ 受注者の資格等 

受注者は、土壌汚染対策法（平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）に基づく指定調査機

関であること。 

 

１－５ 特記事項(契約書関係) 

契約書 特記事項 

第７条 

下請負等 

１ 契約書第７条の規定により、あらかじめ発注者の承諾を受け業務の

一部を第三者に委託し、または請負わせることができるものは、次に

掲げる場合をいう。 

(1) 試料採取地点に係る測量 

(2) 試料採取 
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(3) 土壌溶出量、土壌含有量及び地下水の分析 

(4) 試料の処分 

(5) 標準貫入試験 

第 10 条 

主任技術者 

１ 主任技術者の資格要件は、入札説明書４(1)⑥に示すとおりとし、そ

の資格等を証明する資料を監督員に提出する。 

第 14 条 

貸与品 

１ 本業務における貸与品は、下表による。 

名称 
規格 

性能 
引渡場所 引渡時期 

過年度業務成果品 － 発注担当課 初回打ち合わせ時 

事業地区内における土壌汚染

対策法に関する申請及び届出

図書 

－ 発注担当課 初回打ち合わせ時 

 

 

１－６ 打合せ等 

打合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。 

また、業務に関する打合せ記録の作成は受注者が行い、速やかに監督員に提出し、打

合せ内容、決定事項に誤りがないことを相互に確認するものとする。 

項 目 回数 

１ 業務着手時 1 

２ 中間時 1 

３ 業務完了時 1 

 

 

第２章 一般事項 

 

２－１ 作業計画書 

(1) 受注者は、契約締結後１５日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出する。 

(2) 業務計画書には、次に掲げる事項を記載する。 

① 業務の内容、実施方針 

② 順序及び方法 

③ 実施工程表 

④ 組織表（現場代理人名、班編成とその内容） 

⑤ 使用機械の種類、名称及び性能 

⑥ 仮設計画 

⑦ 連絡体制（緊急時を含む。） 

⑧ 分析機関の名称、所在地 

⑨ 指定調査機関指定の通知書の写し、技術管理者証の写し 

⑩ その他、業務実施上必要な事項 
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２－２ 行政機関等への手続 

受注者は、業務実施にあたり、発注者が行う行政機関等への手続（申請、報告、相談

等）に同席し、必要書類を作成する。 

また、受注者は業務を実施するため、行政機関等に対する諸手続が必要な場合は、速

やかに行う。 

 

２－３ 地元関係者との交渉等 

(1) 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行う。 

(2) 地元関係者への説明、交渉等にあたり、監督員から指示がある場合は、受注者はこ

れに従う。 

(3) 受注者は、屋外での業務実施にあたり、地元関係者から質問、疑義に関する説明等

を求められた場合は、監督員の承諾を得てから回答を行う。 

(4) 受注者は、監督員の指示等により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を

行う場合には、事前に説明、交渉等の内容について監督員の承諾を得る。 

 

２－４ 立入り 

受注者は、業務実施にあたり、業務対象敷地及びその周辺の土地（以下、「現地」と

いう。）に立入る場合は、事前に監督員へ箇所、日時、内容等を説明し了解を得る。 

 

２－５ 埋設物調査 

業務着手に先立ち敷地内外のガス、水道、下水道、電話、ケーブル等の埋設位置、深

度等を確認し、監督員へ報告する。 

 

 

第３章 業務内容 

 

３－１ 土壌汚染対策法に基づく認定調査の実施 

(1) 土壌汚染対策法に基づく認定調査の実施 

引渡しを予定している宅地 A 及び B について、土地利用履歴調査結果や既往報告

書などを踏まえ、土壌汚染対策法に基づく認定調査を実施する。調査対象は砒素、

フッ素、鉛とする。調査区画数は 61 区画を想定する。なお、調査の実施数量による

精算を行うものとし、管理者協議等による追加調査が必要となった場合には本業務

に追加する場合がある。 

※調査実施にあたっては、より効率的な調査計画となるように検討し、事前に大

阪市環境局と協議すること。 
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①引渡し対象宅地 A 

 

 

 

②引渡し対象宅地 B 

 

 

 

③数量表 

 種別 数量 備考 

直接調査費 

 土質ボーリングφ86 

（機械ボーリング） 
305m 

5m×61 区画 

砂・砂質土 

土壌溶出量試験 

（砒素、フッ素、鉛） 
各 366 試料 61 区画×６深度 

土壌含有量試験 

（砒素、フッ素、鉛） 
各 366 試料 61 区画×６深度 

資料整理、印刷製本 １式  

間接調査費 

運搬費 １式  

準備及び後片付け １式 協議・打合せ費用を含む 

調査孔閉塞 61 箇所  

旅費交通費 26 日  

足場仮設 平坦地 61 箇所  

施工管理費 １式  

 

：対象宅地  

【凡例】  

：対象宅地  

【凡例】  

届指１３０号形質変更時

要届出区域内  

届指１３０号形質変更時

要届出区域内  
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(2) 土壌汚染対策法に基づく認定調査報告書等の作成 

土壌汚染対策法に基づく認定調査の結果を踏まえて、認定申請の手続きに伴う資

料（ 認定調査時地歴調査、認定申請報告書 等） の作成、行政機関および関係者

との必要な協議への同行・資料作成・議事録の作成を行う。 

 

 

第４章 成果品 

 

４－１ 成果品 

本業務の成果品は、下記による。 

①  業務報告書（下記提出資料含む。）  ２部 

②  行政機関提出資料  ２部 

③  上記電子データ（ＤＶＤ－Ｒ等）  ２部 

 

４－２ 業務報告書 

業務報告書作成の留意点を、下記に示す。 

(1) 報告書はＡ４サイズを原則とし、チューブファイルに綴じこむ。 

(2) 表紙（背表紙）には、業務名、受注者名及び業務完了年月日を記載する。 

(3) 特記仕様書の写しを添付するとともに、業務概要を作成する。 

(4) 位置図は、5 万分の 1 又は 2 万 5 千分の 1 地形図を用いる。 

(5) 調査地点位置図には、調査地点（試料採取地点）、番号、標高、基準点及び調査項

目等を明記する。 

(6) 関係法令等に基づき、行政機関への届出書等の作成を含む場合は、当該届出書等一

式の写しを報告書に添付する。 

(7) 打合せ記録簿を添付する。 

(8) 記録写真のネガフィルムまたは電子データは、調査の種別毎に分類し、記録写真番

号からの検索ができるように整理して、報告書に添付する。 

(9) 報告書原稿の電子データは、ＤＶＤ－Ｒ等に記録し報告書に添付する。電子データ

は、オリジナルファイル形式（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＣＡＤ等）及び閲覧形式（Ｐ

ＤＦ）とする。 

(10) 報告書に用いる資料のうち、著作権者による承諾等が必要なものについては、承諾

等を得て使用する。 

 

４－３ 中間成果の提出 

業務履行中、監督員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するもの

とする。 
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第５章 その他 

 

５－１ 個人情報の保護 

本業務の契約にあたり、発注者と受注者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」

を締結する。同特約条項第１条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱

場所から持ち出す場合等の手続等については、下記のとおりとする。 

(1) 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 

(2) 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱完了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。 

(3) 取扱場所から持ち出す場合は、事前に監督員の了解を得、保管場所に返却後はその

旨を報告する。 

(4) 原則として携帯電話等に業務に係る個人情報を登録しない。 

 

５－２ 業務成績評定 

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を

通知する。 

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用

することがある。 

 

５－３ 業務カルテ 

受注者は、契約時又は完了時において、請負金額 100 万円以上の業務について、受注

時は契約締結後（土曜日・日曜日・祝日等を除き）10 日以内に、登録内容の変更時は変

更があった日から（土曜日・日曜日・祝日等を除き）10 日以内に、完了時は完了後 10

日以内に、測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カル

テ」を作成し、監督員の確認を受けた後に、（一財）日本建設情報総合センターに提出

するとともに、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」の写しを

監督員に提出しなければならない。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。 

なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるも

のとする。 

 

５－４ 訂正時の措置 

受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良個所が発見され

た場合には、発注者の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。 

 

５－５ グリーン購入法関連 

業務の実施に当たり受注者が提出する書類及び報告書に使用する用紙は、環境省が定

める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（グリーン購入法.ｎｅｔ〔環境省Ｈ

Ｐ＞政策＞政策分野一覧＞総合環境政策＞環境と経済＞グリーン購入法について＞基

本方針 特定調達品目の判断の基準など〕からダウンロードすること。）の「紙類」に
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係る「判断の基準」を満たすものとする。 

 

５－６ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速や

かにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

５－７ ウイークリースタンス 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮す

るものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要

領（別紙４）に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

 

以 上 

 

8



別紙－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、大阪市地形図を使用したものである。 
      業務対象範囲 

ＪＲ大阪駅 

国道 176 号線 
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別紙－２ 

業務工程表 

業務項目 
令和７年度           

3 月 

令和８年度 

４月                                  11 月 

３-１(1) 土壌汚染対策法に

基づく認定調査の実施 
  

３ -１ (2) 土壌汚染対策法に

基づく認定調査報告書等の作

成 

  

 

認定調査申請書  

副本返却  
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別紙－３ 

届指-130 号 区域指定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届指-91 号 区域指定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 年 9 月 17 日付 
出典：大阪市 HP 

H24 年 9 月 28 日付 
出典：大阪市 HP 
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別紙－４ 

 

ウイークリースタンス実施要領 
 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号）第 22 条に基づく「発注関係事

務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善

し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえ

で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で

設定する。 

① 休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③ 休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④ 昼休みや 17時以降の打合せは行わない。 

⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（ｗｅｂ会議の積極的な活用等）。 

(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容

を見直すことができる。  

(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、監督員から現場代理人又は主任技

術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

(4) 緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、

初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿

に整理する。 

 

以 上 
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